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集落営農の未来は、自分たちの手で！

表紙題字：谷口藤美 氏

　大曲地域・小貫集落の営農組合で頑張っている二人、
高橋　一也さん（左）と高橋　将さん（右）です。
　春の田植え作業45ヘクタール、夏は無人ヘリコプター
の防除作業、秋は稲刈り終了後大曲・小貫地区の大豆刈
り取り作業を、収穫適期に合わせて40ヘクタール以上を
受託しています。
　若い農業者が不足している今、地域農業を支える心強
い担い手・後継者の二人です。
追伸：お嫁さん募集中です！
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農
事
組
合
法
人

　
か
わ
の
め

　

大
曲
地
域
、
大
曲
西
道
路
の
南
側

を
主
な
る
農
地
と
し
て
い
る
川
目

地
区
は
、
戸
数
111
戸
、
内
農
家
戸
数

72
戸
、
平
均
所
有
面
積
は
約
１
㏊
の

兼
業
農
家
が
大
半
を
占
め
る
集
落
で

す
。
戦
後
か
ら
続
い
た
「
結
い
」
組

織
が
機
械
化
が
進
む
に
つ
れ
、
共
同

購
入
、
共
同
作
業
体
が
発
展
し
て
生

産
組
合
が
組
織
さ
れ
た
と
こ
ろ
で

す
。
平
成
11
年
秋
に
30
㏊
規
模
の
ミ

ニ
ラ
イ
ス
セ
ン
タ
ー
を
建
設
。
当
初

18
㏊
ほ
ど
の
利
用
者
し
か
お
り
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
年
々
利
用
者
面
積
も

増
え
、
平
成
15
年
に
は
稼
働
目
標
を
超

え
る
利
用
率
と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

徐
々
に
で
は
あ
り
ま
す
が
、
担
い

手
（
認
定
農
業
者
）
へ
の
農
地
の
集

積
も
進
み
、
春
か
ら
秋
の
一
貫
作
業

体
系
が
確
立
し
は
じ
め
た
平
成
19
年

３
月
、
戦
後
の
農
政
大
改
革
と
称
さ

れ
る
品
目
横
断
的
経
営
安
定
対
策
を

契
機
に
、
こ
れ
ま
で
の
任
意
生
産
組

織
か
ら
、
「
農
事
組
合
法
人
か
わ
の

め
」
の
立
ち
上
げ
に
至
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
は
、
生
産
調
整
（
減

反
）
も
個
別
対
応
で
単
純
休
耕
地
が

多
く
、
バ
ラ
転
が
当
た
り
前
で
し
た

が
、
大
豆
と
露
地
野
菜
の
栽
培
に
取

り
組
み
、
加
工
米
と
の
組
み
合
わ
せ

で
何
十
年
も
作
付
け
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
農
地
を
復
旧
し
、
現
在
は
特

別
な
事
情
が
無
い
限
り
ほ
と
ん
ど
の

農
地
に
作
付
け
を
し
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
平
成
21
年
か
ら
盆
用
小
菊

の
露
地
栽
培
に
も
取
り
か
か
り
、
Ｊ

Ａ
出
荷
と
合
わ
せ
、
お
盆
直
前
に
地

元
販
売
を
行
い
、
近
隣
の
お
墓
に
私

共
の
小
菊
が
多
く
供
え
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
県
主
体
の
夢
プ
ラ
ン
事

業
を
活
用
し
、
パ
イ
プ
ハ
ウ
ス
を
順

次
増
設
し
て
、
ハ
ウ
ス
メ
ロ
ン
と
葉

菜
類
の
栽
培
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

特
に
近
年
評
判
の
メ
ロ
ン
に
つ
い
て

は
、
法
人
立
ち
上
げ
の
目
玉
商
品
と

し
て
、
当
初
ハ
ウ
ス
１
棟

300
株
を
普

及
員
の
指
導
に
よ
り
初
挑
戦
、
そ
の

栽
培
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
懸
命
に
勉
強
し

た
も
の
で
し
た
。

　

そ
の
成
果
が
結
実
し
た
現
在
で

は
、
高
級
感
も
あ
り
甘
く
て
お
い
し

い
マ
ス
ク
メ
ロ
ン
が
手
に
入
る
と
の

口
コ
ミ
の
お
か
げ
で
、
年
々
予
約
注

文
が
増
え
続
け
、
９
年
目
の
今
年
は

９
倍
の
２
，
７
０
０
株
の
植
え
付
け

を
し
ま
し
た
。
た
だ
、
定
植
し
た
と

は
い
え
、
全
て
が
順
調
に
生
育
す
る

と
は
限
ら
ず
、
毎
年
難
し
い
課
題
を

抱
え
て
い
る
の
が
現
状
で
す
。

　

私
共
に
委
託
し
て
下
さ
る
農
地
も

年
々
増
え
続
け
、
現
在
の
作
業
面
積

は
設
立
当
初
の
２
倍
近
く
な
り
、
そ

の
分
施
設
・
設
備
の
拡
充
と
農
機
具

の
大
型
化
、
作
業
機
械
の
多
様
化
を

図
っ
て
お
り
ま
す
。

　

今
後
も
米
作
り
を
主
体
と
し
た
経

営
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
稲

作
プ
ラ
ス
他
作
物
を
と
考
え
る
時
、

限
ら
れ
た
労
力
と
時
間
で
す
の
で
、

な
る
べ
く
管
理
作
業
が
重
複
し
な
い

よ
う
工
夫
し
、
が
ん
ば
っ
て
い
ま
す
。

　
「
秋
田
甘
え
ん
ぼ
」
一
度
食
べ
た

ら
や
み
つ
き
に
な
り
ま
す
よ
！

農
事
組
合
法
人
か
わ
の
め

代
表
理
事
　
渡
邊
　
敏
雄

管
内
農
業
者
等
の
ご
紹
介

川目メロン「秋田甘えんぼ」

ハウス内風景

作業風景
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借受け 貸付け
（転貸）

農地中間管理事業の仕組み

公社が借受ける農用地等について
●機構が借受ける農用地等は、農業振興地域内に限ります。
●借受期間は、原則10年以上とします。
●機構は、簡易な基盤整備事業を支援します。
　�機構へ10年以上の期間で貸付けのあった農地については、借り手の希望により、畦畔除去
や暗渠排水といった簡易な基盤整備事業を実施できます。
●�再生が著しく困難な遊休農地や、借り手がなかなか見つからない又は所有権以外の権利が設
定されている農地は借入れできない場合があります。

※�なお、相対の賃貸借等の権利移動の許可申請（農地法、農業経営基盤強化促進法）は、従来どおり農業委
員会事務局及び各分室で受け付けしております。

●公益社団法人秋田県農業公社（TEL：018-893-6223）
●大仙市役所農林商工部農林振興課（TEL：0187-63-1111）
　各地域の支所農林建設課
●大仙市農業委員会事務局（TEL：0187-72-4611）

お問い合わせ先

＜農地中間管理事業＞

農地中間管理機構
（秋田県農業公社）

①受け手希望者の公募
②農地を借受け（農地中間管理権）
③農地管理
　�必要な場合は簡易な基盤整備
等を実施
④�貸付けは、担い手が作業しや
すいよう集約化に配慮

貸し手
（農地所有者）

借り手
（担い手）

市
町
村
、
農
業
委
員
会
、

　
　

又
は
Ｊ
Ａ
等
へ
相
談

農
用
地
利
用
配
分
計
画

（
知
事
の
認
可
）

高齢で農作業が
　できない…

経営規模を
　拡大したい！

新規に農業に
　取り組みたい！

農業後継者が
　　いない…
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項　　目 内　　　　　容

農業委員の選出
方法等の変更

○市町村長の任命制
・�選挙による選出から、議会の同意を得て、市長が任命する。（市長は、あ
らかじめ委員候補者について地域からの推薦を求め、また募集を行う）
・議会推薦・団体推薦による選任制は廃止。
・農業委員の過半は、原則として認定農業者。

『農地利用最適化
推進委員』の新設

○�農業委員会は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者から
『農地利用最適化推進委員』を委嘱する。
　選出方法は農業委員と同様。

その他
○農業委員会の事務の実施状況をインターネット等で公表。
○農業生産法人の要件（議決権要件及び役員の農作業従事要件）の緩和　等

※なお、現行農業委員は任期満了（平成29年７月30日）まで継続するなどの経過措置が設けられます。

　農業委員会等に関する法律の改正案が国会で可決され、平成27年９月４日に公布されました（平成
28年４月１日施行）。今回の改正では、農業委員の選出方法や組織構成などが大きく変わっています。
今回の改正の主な内容は以下のとおりです。

　　「農業委員会等に関する法律の
　　　一部改正等の概要について」

  農地の権利を取得する際、農地法では下限

面積を50aとしております。しかし、農地法

の改正により、地域の実情に合わない場合は

農業委員会の判断で別段の面積を設定出来る

ことになっています。

　大仙市農業委員会では、平成25年７月１

日から、西仙北地域、協和地域、南外地域の

別段の面積を10aにしていましたが、さらな

る新規就農者の受入の促進や農地の有効利用

を図る観点から、平成27年４月１日より管
内全域を10aとしました。その結果農地の

権利取得は10aから可能になりました。

■適切な農地の管理を心がけましょう

今年度も
農地パトロールを
実施します !

大仙市全域を対象に
別段の面積（下限面積）を
10aに設定!!

　農業委員会では、今年度も耕作放棄地等の発
生を防止するため、農地パトロールを10月～11
月にかけ実施します。　
　パトロールの重点項目は、
　①遊休農地の実態把握
　②農地の違反転用の早期発見
　③農地への不法投棄等の早期発見
などで、不適切な農地管理者へは是正指導等を
する場合があります。
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改正農業委員会法のポイント平成28年
４月施行

４月から施行される改正農業委員会法の政省令（案）が公表されました。
そのポイントについてご紹介します。

（１）�農業委員の過半数を認定農業者にする
ことの例外

　改正農業委員会法では、農業委員の過半数を認
定農業者とするとありますが、地域によって認定
農業者の数にはばらつきがあるため、例外が設け
られます。
　「農業委員会の区域内の認定農業者数が、農業
委員の定数の８倍を下回っている場合」に認めら
れ、次に該当する方を選出します。

◯�農業委員の過半数が、認定農業者及びそれに準ず
る者（認定農業者のOB、認定就農者、集落営農組
織の役員等）で、議会の同意を得ること

↓それでも難しい場合↓
◯�農業委員の少なくとも４分の１が認定農業者及び
それに準ずる者で、議会の同意を得ること

↓それでも難しい場合↓
◯農林水産省の承認を得ること

（２）�農地利用最適化推進委員を委嘱しない
ことのできる市町村

　市町村農業委員会は、農地等の利用の最適化の
推進に熱意と識見を有する者のうちから農地利用
最適化推進委員（以下、「推進委員」という。）
を委嘱することとなりますが、次のいずれにも該
当する場合は、推進委員を委嘱しないことが出来
ます。
①�市町村の区域内の遊休農地率が１パーセント以
下であること
②�担い手に対する農地の集積率が70パーセント以
上であること

（３）農業委員及び推進委員の定数の基準
　農業委員、推進委員の定数は、市町村の条例に
より、次の基準（①②及び表）で上限を定めるこ

ととなります。
①農業委員の定数の上限
　a）推進委員を置く委員会は、現行の半数程度
　b）�推進委員を置かない農業委員会は、現行の定

数とほぼ同数とする
②推進委員の定数の上限
　�　現場における農地利用の最適化の推進のため
の活動が支障なく行える程度に推進委員を配置
できるよう、農業委員会の区域内の農地面積
100ヘクタールに一人の割合で推進委員を配置
できる

区　　分 改正後
の上限

現行の
上限

⑴�次のいずれかの農業委
員会
①�農業者数が1,100人
以下
②�農地面積が1,300ha
以下

推進委員
を委嘱す
る場合

14人

20人
委嘱しな
い場合 27人

⑵�⑴及び⑶以外の農業委
員会

推進委員
を委嘱す
る場合

19人

30人

委嘱しな
い場合 37人

⑶�農業者の数が6,000
人を超え、かつ農地面
積が5,000haを超え
る農業委員会

推進委員
を委嘱す
る場合

24人

40人

委嘱しな
い場合 47人

（４）農業委員・推進委員の推薦・公募等
　農業委員と推進委員の推薦・公募は同時に行う
ことができ、この時、一人が農業委員・推進委員
両方の候補者となることや、推進委員については
複数の区域について同時に候補者となることがで
きます。
　推薦・公募の期間はおおむね１カ月です。
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申請内容 締切日 許可書交付日

農地の権利移
動の許可（農地
法第３条）

毎
月
20
日

総会終了後
１週間以内

農地転用の許
可（農地法第４・
第５条）

翌月30日前後

農用地利用集
積計画に関す
る申請

告示日（毎月
10日以降）後
１週間以内

買受適格証明申請 総会終了後
１〜２日後

許
可
申
請
の
締
切
日
等

各
種
申
請
書
の
提
出
締
切

日
と
許
可
書
の
交
付
日
は

基
本
的
に
は
左
記
の
と
お

り
で
す
。事務局（神岡支所内）…… 0187-72-4611（直）

大曲分室…………………… 0187-63-1111（代）
西仙北分室………………… 0187-75-2966（直）
中仙分室…………………… 0187-56-2325（直）
協和分室…………………… 018-892-3694（直）
南外分室…………………… 0187-74-3001（直）
仙北分室…………………… 0187-63-3003（代）
太田分室…………………… 0187-88-1115（直）

農業委員会へのお問い合わせは

■
賃
貸
借
の
存
続
期
間
は

Q
民
法
に
は
、
賃
貸
借
の
存
続
期
間
は
、
二
〇

年
を
越
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
規
定

が
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
賃
借
し
て
い
る
農
地
は

二
〇
年
以
上
た
て
ば
、
賃
借
人
は
無
条
件
に
返
還
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
い
う
人
が
い
ま
す
。
本
当
に

そ
う
で
し
ょ
う
か
。

A
一
般
に
、
賃
貸
借
に
は
五
年
契
約
、
一
〇
年
契
約

と
い
う
よ
う
に
期
間
の
定
め
の
あ
る
も
の
（
定
期

契
約
）
と
、
と
く
に
期
間
の
定
め
が
な
い
も
の
（
不
定
期
契

約
）
と
が
あ
り
ま
す
。
民
法
で
定
め
て
い
る
の
は
、
定
期
契

約
で
定
め
る
期
間
が
二
〇
年
を
越
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

い
う
趣
旨
で
あ
り
ま
す
（
第
六
〇
四
条
）
か
ら
、
賃
貸
借
の

更
新
に
よ
り
賃
貸
借
関
係
が
二
〇
年
以
上
継
続
す
る
こ
と
は

差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。

　

農
地
の
定
期
賃
貸
借
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
貸
主

が
契
約
期
間
が
満
了
す
る
一
年
前
か
ら
六
か
月
前
ま
で
の
間

に
、
賃
貸
借
の
更
新
を
し
な
い
旨
の
通
知
を
し
な
い
と
き

は
、
法
律
上
契
約
期
間
の
満
了
の
時
に
従
前
と
同
一
の
条
件

で
さ
ら
に
賃
貸
借
を
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す
（
農
地
法

第
一
七
条
）。
こ
の
こ
と
を
、
賃
貸
借
の
法
定
更
新
と
い
い

ま
す
が
、
更
新
後
の
賃
貸
借
は
期
間
の
定
め
が
な
い
も
の
と

な
り
ま
す
。

　

な
お
、
貸
主
が
、
契
約
期
間
の
満
了
に
際
し
て
、
賃
貸
借

を
更
新
し
な
い
旨
を
通
知
す
る
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
の

許
可
を
受
け
て
か
ら
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、

契
約
期
間
が
一
〇
年
以
上
で
あ
る
定
期
契
約
の
更
新
を
し
な

い
旨
の
通
知
は
、
知
事
の
許
可
が
不
要
で
す
（
農
地
法
第

一
八
条
第
一
項
）。

　

ま
た
、
不
定
期
契
約
の
賃
貸
借
に
つ
い
て
は
、
貸
主
が
解

約
の
申
入
れ
を
し
な
い
限
り
、
い
つ
ま
で
も
賃
貸
借
が
継
続

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
場
合
に
も
、
あ
ら
か
じ
め
知

事
の
許
可
を
受
け
て
か
ら
、
解
約
の
申
入
れ
を
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
合
意
解
約
で
そ
の
合
意
の
成
立
後

六
か
月
以
内
に
賃
借
地
が
返
還
さ
れ
る
こ
と
が
書
面
で
明
ら

か
な
も
の
は
、
知
事
の
許
可
が
不
要
で
す
（
農
地
法
第
一
八

条
第
二
項
）。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
前
に
述
べ
た
よ
う
な
適
法
な
返
還
請

求
が
な
さ
れ
な
い
限
り
、賃
貸
借
は
継
続
す
る
こ
と
に
な
り
、

そ
の
継
続
期
間
が
事
実
上
二
〇
年
を
越
え
る
場
合
が
で
て
き

ま
す
が
、
そ
れ
は
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。
農
地
改
革
前
か

ら
の
賃
借
地
は
、
す
べ
て
こ
の
よ
う
な
賃
借
地
に
当
た
り
ま

す
。

　

さ
ら
に
、
平
成
二
一
年
の
農
地
法
の
改
正
で
は
、
農
地
又

は
採
草
放
牧
地
に
つ
い
て
の
民
法
の
二
〇
年
の
規
定
を
五
〇

年
と
し
ま
し
た
（
農
地
法
第
一
九
条
）。

　

 

※
但
し
、「
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
」
に
よ
り
契
約

し
た
場
合
は
、
法
定
更
新
の
制
度
は
無
く
期
間
満
了
時
で

自
動
的
に
返
還
と
な
り
ま
す
。
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大
仙
市
農
業
委
員
会
で
は
農
地
台
帳

の
整
備
と
管
内
農
地
の
集
積
を
よ
り
一

層
図
る
た
め
、
農
地
の
確
認
と
農
業
経

営
意
向
調
査
を
実
施
い
た
し
ま
す
。

　

平
成
27
年
度
は
10
ａ
以
上
の
農
地
を

経
営
し
て
い
る
大
仙
市
内
農
家
を
調
査

対
象
と
い
た
し
ま
す
。

　

調
査
内
容
は
簡
単
な
ア
ン
ケ
ー
ト
形

式
で
す
。
調
査
票
を
対
象
農
家
へ
11
月

中
に
郵
送
い
た
し
ま
す
。
調
査
票
に
農

地
の
確
認
や
今
後
の
農
業
経
営
の
意
向

に
つ
い
て
御
記
入
の
う
え
、
同
封
の
返

信
用
封
筒
（
切
手
不
要
）
で
お
送
り
く

だ
さ
い
。

　

調
査
内
容
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

一　

①
　
今
後
の
農
業
経
営
に
つ
い
て

　
　
　

 

専
業
、
兼
業
、
農
業
を
辞
め
た

い
等

　
　

②
　
今
後
の
経
営
計
画
に
つ
い
て

　

 　
　

 

規
模
拡
大
し
た
い
、
現
状
の
ま

ま
、
規
模
を
縮
小
し
た
い
等

　
　
③
　
規
模
拡
大
の
意
向
に
つ
い
て

　
　
　

 

借
り
る
・
買
う
・
作
業
受
託
や

拡
大
面
積
等

　
　

④
　�

農
地
を
貸
す
相
手
方
の
希
望

に
つ
い
て

　
　
　

 

農
地
隣
接
の
農
家
・
集
落
内
の

農
家
・
隣
接
集
落
の
農
家
・
農

地
中
間
管
理
機
構
等

二 　

農
業
委
員
会
の
広
報
や
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
公
開
し
て
も
良
い
貸
付
け

希
望
農
地
に
つ
い
て

三 　

農
地
台
帳
の
記
載
内
容
の
訂
正
に

つ
い
て

※�

　
本
調
査
で
回
答
い
た
だ
い
た
内
容

は
、
農
地
台
帳
の
整
備
お
よ
び
農
地

集
積
に
つ
い
て
の
資
料
以
外
に
は
使

用
し
ま
せ
ん
。

　

 　

調
査
対
象
の
農
家
で
調
査
票
が
届

か
な
か
っ
た
場
合
に
は
農
業
委
員
会

事
務
局
、
各
分
室
ま
で
御
連
絡
を
く

だ
さ
い
。

農 業 委 員 名 簿
地域 氏　名 住　　所 地域 氏　名 住　　所
大 曲 松本　久明 大曲戸巻町 中 仙 髙橋　章夫 長野字狐塚
大 曲 渡邉　敏雄 川目字町東 中 仙 伊藤　俊雄 上鴬野字新関
大 曲 河越　昭夫 藤木字谷地 中 仙 佐藤　誠悦 豊岡字古川端
大 曲 石橋まゆみ 新谷地字上台 中 仙 細谷　精悦 清水字野口田中
大 曲 小松　憲司 四ツ屋字 田 協 和 鈴木　正雄 協和下淀川字中里
大 曲 井上　時雄 内小友字山根 協 和 加籘　孝悦 協和峰吉川字岩瀬
大 曲 三浦　　功 花館字下大戸 協 和 加藤　末道 協和小種字福部羅
大 曲 小松亥佐夫 内小友字宮林 協 和 茂木　靖雄 協和稲沢字垣ノ根
大 曲 佐藤　　昇 角間川町字前田 協 和 加藤　久孝 協和船岡字上一ノ渡
大 曲 伊藤　隆康 高関上郷字中貫 南 外 佐藤　吉男 南外字下袋
大 曲 髙橋　勝範 下深井字樋渡道の上 南 外 伊藤　正照 南外字湯神台
大 曲 判田　勝補 大曲西根字小館 南 外 今野　純子 南外字大畑深山
神 岡 石山　礼蔵 北楢岡字北楢岡 南 外 佐々木茂治 南外字無尻橋
神 岡 渡部　忠行 神宮寺字中瀬古川敷 南 外 伊藤又エ門 南外字下木直
神 岡 黒川　雄一 神宮寺字宇留井谷地 仙 北 小松　伸一 横堀字佐野
神 岡 齊藤　　亘 神宮寺字大浦 仙 北 髙橋　鶴松 横堀字南福嶋
西仙北 菅原葊太郎 土川字大野前田 仙 北 小松　　強 堀見内字東谷地村
西仙北 田口　　繁 寺館字常野 仙 北 齋藤　久人 戸地谷字嶋田
西仙北 佐々木忠永 北野目字北野目 太 田 髙橋　　剛 太田町三本扇字篠沢
中 仙 田村　誠市 豊川字堂ノ前 太 田 長澤　信徳 太田町駒場字羽黒堂
中 仙 岩田　長市 鑓見内字小鳥田 太 田 泉　　芳博 太田町斉内字南台
中 仙 信田　浩則 豊岡字谷地 太 田 小松　一男 太田町東今泉字中村
中 仙 鈴木　清敏 豊川字熊ノ堂

佐
々
木
慧
委
員
が
、
去
る
九
月
二
十
七
日

逝
去
さ
れ
ま
し
た
。

心
か
ら
ご
冥
福
を
お
祈
り
し
ま
す
。

佐
々
木
　
慧
　
委
員

　
　
　
　（
西
仙
北
地
域
選
出
）
ご
逝
去

農
業
経
営
意
向
調
査
に
御
協
力
く
だ
さ
い

※ 

佐
々
木
慧
委
員
の
担
当
地
区
で
あ
っ
た
「
大
沢
郷
地
区
」
は
、

田
口
繁
委
員
及
び
佐
々
木
忠
永
委
員
が
引
き
継
ぎ
ま
す
。
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平
成
二
七
年
は
忘
れ
難
い
年
と
な

る
で
し
ょ
う
。

　

七
月
の
大
雨
で
斉
内
川
の
決
壊
、

九
月
に
関
東
東
北
豪
雨
に
よ
る
河
川

の
決
壊
で
収
穫
間
近
の
作
物
被
害
、

同
じ
農
家
と
し
て
心
が
痛
み
ま
す
。

　

自
然
の
猛
威
に
さ
ら
さ
れ
人
間
の

無
力
さ
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
被

災
さ
れ
た
方
々
に
対
し
、
衷
心
よ
り

お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。
気
候
や

環
境
の
変
動
の
影
響
を
受
け
な
が
ら

も
、
農
家
は
が
ん
ば
っ
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
我
々
に
関
す
る
問
題
と
し

て
は
九
月
に
は
農
業
委
員
公
選
制
廃

止
の
法
案
改
正
、
農
協
法
の
一
部
改

正
、
取
分
け
国
民
の
半
数
以
上
反
対

す
る
安
保
法
案
の
強
行
採
決
、
Ｔ
Ｐ

Ｐ
大
筋
合
意
！

「
一
将
功
成
り
て
万
骨
枯
る
」

　
　
広
報
専
門
委
員
長

小
　
松
　
一
　
男

（
太
田
地
域
）

Ｑ
農
業
者
年
金
の
加
入
を
考
え

て
い
ま
す
が
、
申
し
込
み
窓

口
等
、新
制
度
へ
の
加
入
手
続
き
は
、

ど
う
す
れ
ば
良
い
の
で
す
か
。

Ａ
一
、
新
制
度
は
、
す
べ
て
任
意

加
入
制
度
と
な
る
た
め
に
、
農

業
者
自
ら
が
基
金
に
申
し
込
む
こ
と
に

よ
っ
て
加
入
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

（
そ
の
申
出
を
し
た
日
に
、
農
業
者
年

金
の
被
保
険
者
資
格
を
取
得
し
ま
す
。）

　

二
、
加
入
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
通

常
加
入
の
場
合
は
「
農
業
者
年
金
通
常

加
入
申
込
者
」
を
、
政
策
支
援
加
入
の

場
合
は
「
農
業
者
年
金
政
策
支
援
加
入

申
込
書
」
を
、
旧
制
度
の
手
続
き
と
同

様
に
農
業
協
同
組
合
に
提
出
し
て
頂
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。

Ｑ
自
分
の
支
払
っ
た
保
険
料
を

農
業
者
老
齢
年
金
と
し
て
受

給
す
る
要
件
は
何
で
す
か
。

Ａ
年
齢
要
件
の
み
で
あ
り
、
65
歳

到
達
に
よ
り
年
金
が
受
給
で
き

ま
す
。
ま
た
希
望
に
よ
り
60
歳
～
64
歳

の
間
で
繰
り
上
げ
て
請
求
す
る
こ
と
も

可
能
で
す
。
な
お
、
農
業
者
老
齢
年
金

は
積
み
立
て
た
金
額
に
応
じ
て
そ
の
額

が
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
保
険
納

付
期
間
等
に
係
る
要
件
は
あ
り
ま
せ

ん
。

農
業
者
年
金
相
談
コ
ー
ナ
ー

農業者年金に
加入しましょう

農業者年金は老後生活をがっちりサポートします！

農業者だけが加入できる、多くのメリットがあります!!

　農業者年金は、農業者の「老後生活の安心と安定」を図るために創設された制度です。
農業者年金加入で老後の備えをより充実させませんか。

◯少子・高齢化時代に強い積立方式の年金です！
◯支払う保険料は全額社会保険料控除の対象！

※詳しくは農業委員会事務局及び各分室へお問い合わせください。

◯終身年金で80歳までの保障付です！
◯手厚い政策支援で保険料の国庫助成があります！

◉一般的な場合です。（様々な条件により支給額は変わります）
農業者年金に加入すれば 〜農業者年金の支給額（年額）の試算〜

加入年齢 納付期間
運用利回り2.5％の場合 運用利回り3％の場合

男性 女性 男性 女性

20歳 40年 81万円 69万円 89万円 76万円

30歳 30年 54万円 46万円 58万円 49万円

40歳 20年 32万円 27万円 34万円 28万円

50歳 10年 14万円 12万円 15万円 12万円

※この試算は、通常加入で保険料月額2万円で加入し、65歳までの運用利回りが2.5％及び3％、65歳以降の予定利率が0.75％となった場合の試算です。
※運用利回りは、加入後の経済変動などにより上下します。制度発足以降の12年間（H25まで）の運用利回りの平均は、年率2.53％です。
※予定利率は毎年度、農林水産省告示により定められ、平成27年度は0.75％となっています。
※各金額は単位未満を四捨五入により表示しています。


